
第１０３期  決  算  公  告 

２０２５年６月２６日 
大阪市北区茶屋町 18番 14 号 
株式会社 池 田 泉 州 銀 行 
代表取締役頭取兼ＣＥＯ 阪 口 広 一 

貸借対照表（２０２５年３月３１日現在） 

(単位：百万円) 

科 目 金 額 科 目 金 額 
(資 産 の 部) (負 債 の 部) 

現 金 預 け 金 848,850 預 金 5,715,190 
現 金 48,525 当 座 預 金 262,272 
預 け 金 800,324 普 通 預 金 3,654,937 

コ ー ル ロ ー ン 4,336 貯 蓄 預 金 22,682 
金 銭 の 信 託 8,996 通 知 預 金 11,110 
有 価 証 券 704,133 定 期 預 金 1,741,805 
国 債 125,267 定 期 積 金 9 
地 方 債 313,308 そ の 他 の 預 金 22,373 
社 債 143,034 譲 渡 性 預 金 11,000 
株 式 29,564 債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金 4,396 
そ の 他 の 証 券 92,958 借 用 金 400,000 

貸 出 金 4,715,377 借 入 金 400,000 
割 引 手 形 5,222 外 国 為 替 846 
手 形 貸 付 32,433 売 渡 外 国 為 替 715 
証 書 貸 付 4,425,275 未 払 外 国 為 替 130 
当 座 貸 越 252,445 信 託 勘 定 借 2,644 

外 国 為 替 5,862 そ の 他 負 債 35,574 
外 国 他 店 預 け 5,181 未 払 法 人 税 等 1,853 
買 入 外 国 為 替 196 未 払 費 用 3,823 
取 立 外 国 為 替 485 前 受 収 益 1,236 

そ の 他 資 産 35,204 従 業 員 預 り 金 1,159 
前 払 費 用 431 給 付 補 填 備 金 0 
未 収 収 益 4,037 金 融 派 生 商 品 4,524 
金 融 派 生 商 品 3,586 金 融 商 品 等 受 入 担 保 金 372 
金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 1,159 リ ー ス 債 務 8 
そ の 他 の 資 産 25,989 資 産 除 去 債 務 497 

有 形 固 定 資 産 32,091 そ の 他 の 負 債 22,099 
建 物 12,999 賞 与 引 当 金 1,506 
土 地 15,049 役 員 賞 与 引 当 金 66 
リ ー ス 資 産 7 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 4 
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 4,034 睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 74 

無 形 固 定 資 産 3,670 偶 発 損 失 引 当 金 496 
ソ フ ト ウ エ ア 2,762 支 払 承 諾 6,903 
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 908 負 債 の 部 合 計 6,178,704 

前 払 年 金 費 用 19,192 (純 資 産 の 部) 
繰 延 税 金 資 産 4,557 資 本 金 61,385 
支 払 承 諾 見 返 6,903 資 本 剰 余 金 63,315 
貸 倒 引 当 金 △8,222 資 本 準 備 金 32,101 

そ の 他 資 本 剰 余 金 31,213 
利 益 剰 余 金 79,538 
利 益 準 備 金 15,212 
そ の 他 利 益 剰 余 金 64,325 
繰 越 利 益 剰 余 金 64,325 

株 主 資 本 合 計 204,239 
その他有価証券評価差額金 △1,850
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △139
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 △1,990
純 資 産 の 部 合 計 202,249 

資 産 の 部 合 計  6,380,954 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 6,380,954 



 
  

損益計算書 
  ２０２４年４月 １日から 

 
  ２０２５年３月３１日まで 

 
(単位：百万円) 

  

科         目 金          額 

経 常 収 益       75,068   
資 金 運 用 収 益   52,180     
貸 出 金 利 息   43,431     
有 価 証 券 利 息 配 当 金   5,949     
コ ー ル ロ ー ン 利 息   207     
預 け 金 利 息   2,492     
そ の 他 の 受 入 利 息   99     

信 託 報 酬  10    
役 務 取 引 等 収 益   19,556     
受 入 為 替 手 数 料   2,134     
そ の 他 の 役 務 収 益   17,422     

そ の 他 業 務 収 益   1,193     
外 国 為 替 売 買 益   1,094     
商 品 有 価 証 券 売 買 益  0    
国 債 等 債 券 売 却 益  66    
国 債 等 債 券 償 還 益  24    
金 融 派 生 商 品 収 益   8     

そ の 他 経 常 収 益   2,126     
睡眠預金払戻損失引当金戻入益  71    
償 却 債 権 取 立 益   275     
株 式 等 売 却 益   1,402     
金 銭 の 信 託 運 用 益   4     
そ の 他 の 経 常 収 益   371     

経 常 費 用     57,758   
資 金 調 達 費 用   4,291     
預 金 利 息   3,838     
譲 渡 性 預 金 利 息   10     
コ ー ル マ ネ ー 利 息   59     
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息   91     
借 用 金 利 息   24     
金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息   252     
そ の 他 の 支 払 利 息   13     

役 務 取 引 等 費 用   11,006     
支 払 為 替 手 数 料   348     
そ の 他 の 役 務 費 用   10,658     

そ の 他 業 務 費 用   1,220     
国 債 等 債 券 売 却 損   1,220     

営 業 経 費   38,800     
そ の 他 経 常 費 用   2,439     
貸 倒 引 当 金 繰 入 額  178    
貸 出 金 償 却   792     
株 式 等 売 却 損  13    
株 式 等 償 却  614    
金 銭 の 信 託 運 用 損   41     
そ の 他 の 経 常 費 用   799     

経 常 利 益     17,309  
  



(単位：百万円) 
  

科         目 金          額 

特 別 利 益     38   

固 定 資 産 処 分 益   10     

株 式 報 酬 受 入 益  28    

特 別 損 失     41   

固 定 資 産 処 分 損   37     

減 損 損 失  3    

税 引 前 当 期 純 利 益     17,307   

法人税、住民税及び事業税   2,786     

法 人 税 等 調 整 額   2,525     

法 人 税 等 合 計     5,312   

当 期 純 利 益     11,995   
            

 

  



個別注記表 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  

重要な会計方針 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子

会社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券につ

いては時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については移動

平均法による原価法により行っております。 

 なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。ただ 

し、外貨建その他有価証券のうち債券に係る換算差額について、外国通貨による時価の変動に係る 

換算差額を評価差額とし、それ以外の差額については為替差損益として処理しております。 

(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価

証券の評価は、時価法により行っております。 

２．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

 デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

３．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

 有形固定資産は、定額法を採用しております。 

 また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  ３年～50年 

その他  ２年～20年 

(2) 無形固定資産 

 無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、

行内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

(3) リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間

を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残

価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

５．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係

る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、

以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証によ

る回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、

今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保

の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を

総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見

込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去

の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、算定しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署か

ら独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 

 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額

及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接

減額しており、その金額は17,356百万円であります。 

(2) 賞与引当金 

 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、

当事業年度に帰属する額を計上しております。  



(3) 役員賞与引当金 

役員賞与引当金は、取締役等に対する業績連動型報酬の支払いに備えるため、取締役等に対する

賞与の支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。 

(4) 退職給付引当金 

 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職

給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま

す。なお、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。 

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）に

よる定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理 

(5) 役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の

支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 

(6) 睡眠預金払戻損失引当金 

 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備える

ため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

(7) 偶発損失引当金 

 偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能

性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。 

６．リース取引の処理方法 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年４月１日前に開始する

事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

７．収益の計上方法 

顧客との契約から生じる収益の計上時期は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

としております。また、顧客との契約から生じる収益の計上額は、財又はサービスと交換に受け取る

と見込まれる金額で算出しております。 

８．株式配当金の認識基準 

 その他利益剰余金の処分による株式配当金（配当財産が金銭である場合に限る。）の認識基準につ

いては、「金融商品会計に関する実務指針」（移管指針第９号 2024年７月１日）第94項に従い、下

記のとおり計上しております。 

(1) 市場価格のある株式：各銘柄の配当落ち日（配当権利付き最終売買日の翌日）をもって、前回 
          の配当実績又は公表されている１株当たり予想配当額に基づいて、未収 
          配当金を見積り計上 

(2) 市場価格のない株式：発行会社の株主総会、取締役会又はその他決定権限を有する機関におい 
          て行われた配当金に関する決議の効力が発生した日の後、通常要する期 
          間内に支払いを受けるものについて、その支払いを受けた日の属する事 
          業年度に計上 

９．ヘッジ会計の方法 

(1) 金利リスク・ヘッジ 

 金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品

会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第

24号 2022年３月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」という。）に規定する繰延ヘッジに

よっております。 

(2) 為替変動リスク・ヘッジ 

 外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業におけ

る外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員

会実務指針第25号 2020年10月８日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価

の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取

引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘ

ッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価して



おります。 

10. 消費税等の会計処理 

有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。 

11．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(1) グループ通算制度の適用 

 当行及び親会社並びに一部の連結される子会社は法人税法（昭和40年法律第34号）に規定するグ

ループ通算制度を適用しております。 

(2) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続 

   投資信託の解約損益の会計処理 

 投資信託の解約、償還に伴う損益は「有価証券利息配当金」にて処理しております。投資信託の

期中収益分配金等が全体で損となる場合は、その金額を「国債等債券償還損」に計上しております。 

 

（重要な会計上の見積り） 

 貸出金等の評価 

(1) 当事業年度に係る財務諸表に計上した額 

  貸倒引当金   8,222百万円 

 

(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

 ① 算出方法 

  当行の貸倒引当金は、資産の自己査定基準に基づき債務者区分を判定し、「重要な会計方針」「５．

引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金」に記載の通り、債務者区分に応じた一定の計算手法により算出

しております。なお、要管理先以外の要注意先（以下「その他要注意先」という。）については、信

用格付に基づく２区分（主に貸出条件の変更を実施した貸出先が属する下位格付とそれ以外の上位格

付）にグルーピングして、貸倒引当金を算定しております。 

  なお、前事業年度末において計上していたゼロゼロ融資の下方遷移リスクの影響を考慮した貸倒引

当金については、予想損失額に及ぼす影響が小さくなったことから全額取り崩しております。 

 

 ② 主要な仮定 

  業況が悪化した事業性貸出先に係る債務者区分の判定における主要な仮定は、「貸出先の将来の業

績見通し」であります。「貸出先の将来の業績見通し」は、各貸出先の収益獲得能力を個別に評価し

て、仮定しております。なお、米国政府における関税政策等の国際情勢や物価高等の影響を含む将来

の経済環境には不透明感があります。個別の評価にあたっては、これらの影響を考慮して、債務者区

分を判定しております。 

 

③ 翌事業年度に係る財務諸表に及ぼす影響 

  貸出先の業績変化や事業戦略の成否等によっては、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金

に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

 

（未適用の会計基準等） 

 ・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日 企業会計基準委員会） 

 ・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日 企業会

計基準委員会） 等 

 

(1) 概要 

 企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、

借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際

的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを

基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを取り入れるのではなく、主要な定めのみを取り入れる

ことにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修

正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。 

 借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リース



がファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースに

ついて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデ

ルが適用されます。 

 

(2）適用予定日 

  2028年3月期の期首から適用する予定であります。 

 

(3）当該会計基準等の適用による影響 

  「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中

であります。 

 

注記事項 

(貸借対照表関係) 

１．関係会社の株式及び出資金総額（親会社株式を除く）8,751百万円 

２．無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し付けている有価証券が、国債に5,009百万円含

まれております。 

３．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。

なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部

について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３

項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払

承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその

有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 2,808 百万円 

危険債権額 45,155 百万円 

要管理債権額 2,549 百万円 

 三月以上延滞債権額 － 百万円 

 貸出条件緩和債権額 2,549 百万円 

小計額 50,514 百万円 

正常債権額 4,689,998 百万円 

合計額 4,740,512 百万円 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て

等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契

約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれ

らに準ずる債権に該当しないものであります。 

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金

で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の

支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生

債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。 

正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこ

れらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債

権であります。 

なお、上記債権額は貸倒引当金控除前の金額であります。 

４．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより

受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保とい

う方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、5,436百万円であります。 

５．ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」（移管

指針第１号 2024年７月１日）に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金

額のうち、貸借対照表計上額は、10,723百万円であります。 



６．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券 452,868 百万円 

その他の資産 88 百万円 

担保資産に対応する債務 

預金 3,164 百万円 

債券貸借取引差入担保金 4,396 百万円 

借入金 399,800 百万円 

 上記のほか、その他の資産には、中央清算機関差入証拠金20,000百万円及び保証金2,895百万円が

含まれております。 

７．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受け

た場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けること

を約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、697,127百万円であります。この

うち原契約期間が１年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が662,792百万円あ

ります。 

 なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのも

のが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の

多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを

受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、

契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定め

ている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を

講じております。 

８．有形固定資産の減価償却累計額    45,591百万円 

９．有形固定資産の圧縮記帳額        369百万円 

10．｢有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対す

る当行の保証債務の額は15,785百万円であります。 

11．貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機の一部については、所有権移転外ファイナン

ス・リース契約により使用しております。 

12．関係会社に対する金銭債権総額     36,440百万円 

13．関係会社に対する金銭債務総額     19,008百万円 

14. 銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。 

 剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第４項（資本金の額及び準備金の額）の規定にかか

わらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に５分の１を乗じて得た額を資本準備金又は利

益準備金として計上しております。 

 当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額は776百万円であります。 

15. 銀行法施行規則第19条の２第１項第３号ロ（10）に規定する単体自己資本比率（国内基準）は、

10.10％であります。 

 

(損益計算書関係) 

１．関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額 678 百万円 

役務取引等に係る収益総額 508 百万円 

その他業務・その他経常取引に係る収益総額 86 百万円 

関係会社との取引による費用 

資金調達取引に係る費用総額 13 百万円 

役務取引等に係る費用総額 3,889 百万円 

その他業務・その他経常取引に係る費用総額 0 百万円 

営業経費総額 1,026 百万円 

２．「その他の経常費用」には、保証協会負担金599百万円を含んでおります。 

 



 (金融商品関係) 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

 当行は、地域金融機関として各種金融サービスに係る事業を行っています。主たる業務である預

金業務、貸出業務ならびに有価証券運用等のマーケット業務において、金利変動及び市場価格の変

動を伴う金融資産及び金融負債を有しています。市場環境等の変化に応じた戦略目標等の策定に資

するため、これらの資産及び負債の総合的管理（ＡＬＭ）を行うとともに、その一環として、デリ

バティブ取引を行っています。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

 当行が保有する金融資産は、主として国内の取引先及び個人に対する貸出金であり、顧客の契約

不履行によってもたらされる信用リスク及び金利の変動リスクに晒されています。 

 また、保有有価証券は、主に株式、債券、投資信託等であり、その他有価証券として、純投資目

的及び政策投資目的で保有するほか、一部は満期保有目的の債券、売買目的有価証券として保有し

ます。 

 これらは、それぞれ発行体の信用リスク及びマーケット（金利・株価・為替等）の変動に伴う市

場リスクに晒されています。 

 主な金融負債である預金については、予期せぬ資金流出が発生するなどの流動性リスクが存在し

ます。また、そのほかの調達資金については、一定の環境の下で当行が市場を利用できなくなる場

合等において必要な資金が確保できない、あるいは、通常よりも高い金利での資金調達を余儀なく

されるといった流動性リスクに晒されています。また、これらの金融負債は、金融資産と同様、金

利変動リスクに晒されています。 

 デリバティブ取引は、顧客ニーズへの対応や、資産・負債のリスクコントロール手段を主な目的

として利用しています。また、トレーディング（短期的な売買差益獲得）の一環として、債券や株

式の先物取引等を利用します。これらのデリバティブ取引は、取引相手先の契約不履行などに係る

信用リスク（カウンターパーティーリスク）及びマーケット（金利・株価・為替等）の変動に伴う

市場リスクに晒されています。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

 当行は、フロント部門から独立したリスク管理部署を設置し、リスク管理についての基本方針を

定めています。具体的には、リスク管理に関する体制及びリスク管理基本規定等の諸規定を取締役

会で定め、リスクカテゴリー毎の責任部署を明確にするとともに、それらを統括するリスク管理統

括部署を設置しています。 

 さらに、「リスク管理委員会」並びに「ＡＬＭ委員会」を設置し、当行のリスクの状況を把握す

るとともに、課題及び対応策を審議しています。それらの審議事項を取締役会等に付議・報告する

ことにより、経営レベルでの実効性のあるリスク管理体制を構築しています。 

 

① 統合的リスク管理 

 当行は、当行のリスク管理基本規定及び統合的リスク管理に関する諸規定に従い、統合的リス

ク管理を行っています。 

 具体的には、自己資本比率の算定に含まれない与信集中リスクや銀行勘定の金利リスク等も含

めて、信用リスクや市場リスク等のリスクカテゴリー毎の方法で評価したリスクを統合的に捉え、

経営体力（自己資本）と対比することによって、統合的な管理を行っています。 

 

② 信用リスクの管理 

 当行は、当行の信用リスク管理規定及び信用リスク管理に関する諸規定に従い、与信ポートフ

ォリオの分析・管理を行っています。また、個別案件の与信管理については、審査、内部格付、

資産自己査定等の体制を整備し運営しています。 

 これらの与信管理は、各営業店、審査部署、リスク管理部署により行われ、有価証券の発行体

の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスクについても、リスク管理部署

が、信用情報や時価の把握をモニタリングし、定期的に取締役会等へ報告を行っております。 

 さらに、与信管理の状況については、監査部署が監査をしています。 

  



③ 市場リスクの管理 

(ⅰ)市場リスク管理 

 当行は、当行の市場リスク管理規定及び市場リスク管理に関する諸規定に従い、マーケット

（金利・株価・為替等）の変動に伴う市場リスクの管理を行っています。具体的には、リスク

管理部署がバリュー・アット・リスク（ＶａＲ）を用いて市場リスク量を把握するとともに、

市場リスク量を一定の範囲内にコントロールすることを目的として、継続的なモニタリングを

実施し、リスク限度額の遵守状況を監視しています。有価証券については、上記のリスク限度

額管理に加えて、損失に上限を設定し、管理しています。なお、これらの情報はリスク管理部

署から、リスク管理委員会及び取締役会へ定期的に報告されています。 

 また、ＡＬＭ委員会において、資産・負債構造ならびに金利リスクの把握・確認を行うとと

もに、今後の対応等の協議を行っています。具体的には、ＡＬＭ担当部署において金融資産及

び負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析等を行うことにより、

安定的かつ継続的な収益の確保に努めています。 

 なお、外為取引や外債投資等の為替リスクを伴う取引を行っていますが、為替持高をできる

だけスクウェアに近い状態にすることで、為替リスクの低減に努めています。 

(ⅱ)デリバティブ取引 

 デリバティブ取引に関しては、取引の執行、リスク管理、事務管理に関する部門をそれぞれ

分離し内部牽制を図るとともに、市場リスク管理に関する諸規定に従い取引を行っています。 

(ⅲ)市場リスクに係る定量的情報 

 市場リスクは他のリスクに比べて日々の変動が大きいため、当行では、預金、貸出金や有価

証券などの金融商品の市場リスク量を、ＶａＲを用いて日次で把握、管理しています。 

 このＶａＲ算定にあたっては、分散共分散法（保有期間120営業日、信頼区間99.0％、観測

期間240営業日）を採用しています。 

 2025年３月31日(当期の決算日)現在で当行の金融商品の市場リスク量（損失額の推計値）は、

金利が198億円、株式が128億円となっています。また、相関を考慮した市場リスク量全体では

318億円となっています。 

 なお、当行では、金融商品のうち市場変動の影響が大きい有価証券関連のＶａＲについて、

市場リスク計測モデルの正確性を検証するために、モデルが算出した保有期間１日のＶａＲと

実際の損益を比較するバックテスティングを実施しています。 

 ただし、ＶａＲは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リス

ク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは

捕捉できない場合があります。 

 

④ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

 当行は、当行の資金流動性リスク管理規定及び資金流動性リスク管理に関する諸規定に従い、

資金調達に係る流動性リスクの管理を行っています。 

 具体的には、ＡＬＭ担当部署や資金為替担当部署が、全体の運用・調達状況を適時適切に把握

するとともに、保有資産の流動性の確保や調達手段の多様化を図るなど、市場環境を考慮した長

短の調達バランスの調整などによって、安定した資金繰りの確保に努めています。 

 また、リスク管理部署は、短期間に資金化可能な流動性準備資産額を定期的に確認することで、

流動性リスク顕現化時の対応力を把握するとともに、資金繰り管理の適切性をモニタリングし、

リスク管理委員会や取締役会等に報告しています。 

 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

た価額が含まれています。 

当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場

合、当該価額が異なることもあります。 

 

  



２．金融商品の時価等に関する事項 

 2025年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。な

お、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（ (注１) 参照）。 

また、現金預け金、コールローン、外国為替（資産・負債）、譲渡性預金並びに信託勘定借は、短

期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。 

   (単位：百万円) 

  
貸借対照表 
計上額 

時価 差額 

(1) 金銭の信託 8,996 8,996 － 

(2) 有価証券    

  満期保有目的の債券 162,054 156,076 △5,977 

  その他有価証券 519,316 519,316 － 

(3) 貸出金 4,715,377   

   貸倒引当金（＊１） △8,182   

  4,707,194 4,664,456 △42,738 

資産計 5,397,561 5,348,845 △48,716 

(1) 預金 5,715,190 5,714,113 △1,077 

(2) 借用金 400,000 399,997 △2 

負債計 6,115,191 6,114,110 △1,080 

デリバティブ取引（＊２）       

 ヘッジ会計が適用されていないもの (23) (23) － 

 ヘッジ会計が適用されているもの (913) (913) － 

デリバティブ取引計 (937) (937) － 
  

(＊１)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。  

(＊２)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。 

 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務

となる項目については、（ ）で表示しております。 

(＊３)その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

31号 2021年６月17日）第24－９項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含ま

れております。 

 

（注１）市場価格のない株式等（非上場株式を含む）及び組合出資金の貸借対照表計上額は次のとおり

であり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。 

（単位：百万円) 
  

区分 貸借対照表計上額 

 非上場株式等(＊１、２) 4,183 

組合出資金(＊３) 9,827 
  

（＊１）非上場株式等については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
用指針第19号 2020年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

（＊２）当事業年度において、非上場株式について１百万円減損処理を行っております。 

(＊３) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第31号 2021年６月17日）第24－16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

 

  



３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

  金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つ

のレベルに分類しております。 

 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される

当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが

それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており

ます。 

 

(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品 

当事業年度（2025 年３月 31 日） 

(単位：百万円) 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

金銭の信託 7,293 1,703 － 8,996 

有価証券     

 その他有価証券     

  国債・地方債等 85,617 190,904 － 276,521 

  社債 － 127,416 15,618 143,034 

  株式 19,210 － － 19,210 

  外国証券 4,599 － － 4,599 

  投資信託等 4,692 39,122 － 43,815 

デリバティブ取引     

通貨関連 － 3,586 － 3,586 

資産計 121,413 362,733 15,618 499,765 

デリバティブ取引     

 金利関連 － 125 － 125 

 通貨関連 － 4,398 － 4,398 

負債計 － 4,524 － 4,524 

(＊１) 有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 

2021年６月17日）第24－９項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託等は含まれて

おりません。第24－９項の取扱いを適用した投資信託の貸借対照表計上額は32,134百万円であり

ます。 

(＊２) 第24－９項の取扱いを適用した投資信託等の期首残高から期末残高への調整表 

                                      （単位：百万円） 

期首 

残高 

当期の損益又は 

評価・換算差額等 

購入、売

却及び償

還の純額 

投資信託

の基準価

額を時価

とみなす

こととし

た額 

投資信託

の基準価

額を時価

とみなさ

ないこと

とした額 

期末 

残高 

当期の損益に

計上した額の

うち貸借対照

表日において

保有する投資

信託の評価損

益 

損益に 

計上 

 

その他有価

証券評価差

額金に計上 

26,889 － 376 4,868 － － 32,134  

   

      

  



(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

当事業年度（2025 年３月 31 日） 

(単位：百万円) 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券     

 満期保有目的の債券     

  国債・地方債等 38,781 117,295 － 156,076 

貸出金 － 118,482 4,545,973 4,664,456 

資産計 38,781 235,778 4,545,973 4,820,532 

預金 － 5,714,113 － 5,714,113 

借用金 － 399,997 － 399,997 

負債計 － 6,114,110 － 6,114,110 

 (注１) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

資産 

金銭の信託 

有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価

証券については、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格

によっております。活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分

類し、観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル３の時価、そうでない場合はレ

ベル２の時価に分類しております。 

なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「(金銭の信託関係)」に記載し

ております。 

 

有価証券 

有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価

に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。 

公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類して

おります。主に地方債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資

信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な

制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル２の時価に分類しております。 

相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの割引現在価値法などの評価技法を

用いて時価を算定しております。評価に当たっては観察可能なインプットを最大限利用しており、

インプットには、信用スプレッドが含まれます。算定に当たり重要な観察できないインプットを用

いる場合には、レベル３の時価に分類しております。 

 

貸出金 

貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同

様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しています。このうち変動金

利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なってい

ない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。また、

破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現

在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決

算日における貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、

当該価額を時価としております。 

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていない

ものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定

されるため、帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル３の時価に分類しております。 

    また、デリバティブが組み込まれた仕組貸出については、取引金融機関等から提示された価格に

よっております。当該時価はレベル２の時価に分類しております。 

 



負債 

預金 

要求払預金について、決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としておりま

す。また、定期預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引い

た現在価値により時価を算定しております。割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率

を用いております。なお、預入期間が短期間(１年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル２の時価に分類しております。 

 

借用金 

借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入におい

て想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。このうち、変動金利によるものは、

短期間で市場金利を反映し、また、当行の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価

は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。なお、約定期

間が短期間(１年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価と

しております。当該時価は、時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレ

ベル３の時価、そうでない場合はレベル２の時価に分類しております。 

 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル

１の時価に分類しており、主に債券先物取引や金利先物取引等がこれに含まれます。 

ただし、大部分のデリバティブは店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引

の種類や満期までの期間に応じて割引現在価値やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法を利

用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レ

ート、ボラティリティ等であります。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要

でない場合はレベル２の時価に分類しており、プレイン・バニラ型の金利スワップ取引、為替予約

取引等が含まれます。重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル３の時価に分類し

ており、株式オプション取引等が含まれます。 

 

 (注２) 時価で貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報 

(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報 

当事業年度（2025 年３月 31 日） 

区分 評価技法 
重要な観察できない

インプット 
インプットの範囲 

インプットの 

加重平均 

有価証券     

その他有価証券     

 社債(私募債) 割引現在価値法 信用スプレッド △0.184％～0.158％ 0.018％ 

 

(2)期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益 

当事業年度(2025 年３月 31 日） 

(単位：百万円) 

 
期首 

残高 

当期の損益又は 

評価・換算差額等 
購入、売

却、発行

及び決済

の純額 

レベル３

の時価へ

の振替 

レベル３

の時価か

らの振替 

期末 

残高 

当期の損益に計

上した額のうち

貸借対照表日に

おいて保有する

金融資産及び金

融負債の評価損

益 

損益に 

計上 

(＊) 

その他有

価証券評

価差額金

に計上 

有価証券         

 その他有価証券         

 社債(私募債) 20,026 23 △145 △4,286 － － 15,618 － 

(＊) 損益計算書の「国債等債券償還益」及び「国債等債券売却損」に含まれております。 

 
 



(3) 時価の評価プロセスの説明 

 当行ではリスク管理部門において時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿ってバッ

ク部門が時価を算定しております。算定された時価は、ミドル部門において、時価の算定に用いられた

評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証し、時価の算定の方針及び

手続に関する適切性が確保されております。 

 時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを

用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価

技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証

しております。 

 

(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明 

 私募債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、信用スプレッドであります。信

用スプレッドは、信用格付毎の新規実行レートの加重平均金利と市場金利との乖離であり、決算日から

６か月以内の実績を基に算定した推定値であり、このインプットの著しい増加（減少）は、時価の著し

い低下（上昇）を生じさせることになります。 

 

(有価証券関係) 

 貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」について記載しております。 

１．売買目的有価証券（2025年３月31日現在） 

  該当ありません。 

 

２．満期保有目的の債券（2025年３月31日現在） 

 種類 
貸借対照表 

計上額（百万円) 
時価 

(百万円) 
差額 

(百万円) 

時価が貸借対照表計上
額を超えるもの 

国債 － － － 

地方債 － － － 

短期社債 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

小 計 － － － 

時価が貸借対照表計上
額を超えないもの 

国債 39,649 38,781 △868 

地方債 122,404 117,295 △5,109 

短期社債 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

小 計 162,054 156,076 △5,977 

合 計 162,054 156,076 △5,977 

 

  



３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式等（2025年３月31日現在） 

 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式等は、市場価格のない株式等及び組合出資金のため、子

会社・子法人等株式及び関連法人等株式等の時価を記載しておりません。 

 なお、市場価格のない株式等及び組合出資金の子会社・子法人等株式及び関連法人等株式の貸借対

照表計上額は、以下のとおりであります。 
 

  貸借対照表計上額（百万円) 

子会社・子法人等株式等 8,751 

関連法人等株式等 0 

合計 8,751 
 
４．その他有価証券（2025 年３月 31 日現在） 
 

  種類 
貸借対照表 

計上額（百万円) 
取得原価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

株式 18,434 8,080 10,354 

債券 10,404 10,351 53 

 国債 9,393 9,343 49 

 地方債 602 601 1 

 短期社債 － － － 

 社債 408 406 2 

その他 53,706 48,096 5,609 

小 計 82,545 66,528 16,017 

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないも
の 

株式 775 892 △117 

債券 409,151 427,367 △18,215 

 国債 76,224 79,657 △3,432 

 地方債 190,301 196,892 △6,590 

 短期社債 － － － 

 社債 142,625 150,818 △8,192 

その他 26,842 28,132 △1,289 

小 計 436,770 456,391 △19,621 

合 計 519,316 522,920 △3,604 

  

(注) 上表に含まれない市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額 
 

  貸借対照表計上額（百万円) 

非上場株式等 4,183 

組合出資金 9,827 

合計 14,011 

 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 

2021年６月17日）第24－16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

 

５．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 該当ありません。 

 

  



６．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 
 

  
売却額 
(百万円) 

売却益の合計額 
(百万円) 

売却損の合計額 
(百万円) 

株式 1,810 1,377 13 

債券 3,109 1 0 

 国債 － － － 

 地方債 3,001 1 － 

 短期社債 － － － 

 社債 107 － 0 

その他 30,763 64 1,219 

合 計 35,683 1,443 1,233 
 
 

７．減損処理を行った有価証券 

 売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有

価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると

認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事

業年度の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。 

 当事業年度における減損処理額は、613百万円（すべて株式）であります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、取得原価に比べて決算日前１カ月の市

場価格の平均等に基づく時価(以下、「月中平均時価」という。)が50％以上下落した場合、または、

月中平均時価が30％以上50％未満下落した場合においては、過去の一定期間における時価の推移並び

に当該発行会社の信用リスク等を勘案した基準により行っております。 

 

(金銭の信託関係) 

１．運用目的の金銭の信託（2025年３月31日現在） 
 

  
貸借対照表計上額 

(百万円) 
当事業年度の損益に含まれた 

評価差額(百万円) 

運用目的の金銭の信託 8,996 28 

 

２．満期保有目的の金銭の信託（2025年３月31日現在） 

 該当ありません。 

 

３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2025年３月31日現在） 

 該当ありません。 

  

  



(税効果会計関係) 

当行及び親会社並びに一部の連結される子会社は、グループ通算制度を適用しております。また、
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 
2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会
計処理並びに開示を行っております。 
 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 

繰延税金資産   

 貸倒引当金 6,666 百万円 

 有価証券評価損 2,876  

 その他有価証券評価差額金 2,459  

 減価償却費 482  

 賞与引当金 460  

 繰越欠損金（注２） 235  

 未払事業税等 174  

 資産除去債務 155  

 その他 2,379  

繰延税金資産小計 15,891  

 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 ―  

 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △8,543  

評価性引当額小計(注１) △8,543  

繰延税金資産合計 7,347  

繰延税金負債   

 前払年金費用 △1,825  

 その他有価証券評価差額金 △833  

 未収配当金益金不算入 △110  

 その他 △20  

繰延税金負債合計 △2,790  

繰延税金資産の純額 4,557 百万円 

  
（注１）評価性引当額が144百万円増加しております。この増加の主な内容は、将来減算一時差異に対

する評価性引当額の増加によるものであります。 
（注２）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 
    当事業年度（2025年３月31日） 

 
１年以内 
(百万円) 

１年超 
２年以内
(百万円)  

２年超 
３年以内 
(百万円) 

３年超 
４年以内 
(百万円) 

４年超 
５年以内 
(百万円) 

５年超 
(百万円)  

合計 
(百万円)  

税務上の繰越
欠損金（*１） 

― 23 ― ― 9 201 235 

評価性引当額 ― ― － ― ― ― ― 

繰延税金資産 ― 23 ― ― 9 201 (*2)235 

 （*１）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 

 （*２）税務上の繰越欠損金235百万円について、繰延税金資産235百万円を計上しております。当該税務

上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断しております。 

 
２．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）」が2025年３月31日に成立したこと
に伴い、2026年４月１日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることと
なりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の
30.58％から、2026年４月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等について
は、31.47％となります。この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産は46百万円増加し、そ
の他有価証券評価差額金は47百万円増加し、繰延ヘッジ損益は１百万円増加し、法人税等調整額は
２百万円増加しております。 



（収益認識関係） 

１ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報 
 当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 (単位：百万円) 

 当事業年度 
計上額 

顧客との契約から生じる収益  

預金・貸出業務 3,339 

為替業務 2,134 

証券関連業務 1,157 

代理業務 249 

 保護預り・貸金庫業務 421 

投資信託・保険販売業務 3,879 

その他 3,244 

計 14,427 

その他の収益（注１） 60,640 

合計 75,068 

（注）１ 「その他の収益」には、主に次の取引が含まれております。 

    ①金融商品に関する会計基準（企業会計基準第10号 2019年７月４日）の範囲に含まれる金

融商品に係る取引 

②金融商品の組成又は取得に際して受け取る手数料 

 

２ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

 (1) 収益の計上時期 

約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、収益を認識しております。一定の期間

にわたり履行義務が充足されるものについては、義務を履行するにつれて収益を認識しております。 

 

 (2) 収益の計上額 

収益の計上額は、財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で算出しております。 

 

３ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金

額及び時期に関する情報 

 (1) 顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の期首残高及び期末残高 
  (単位：百万円) 

 当事業年度期首 
(2024年４月１日) 

当事業年度末 
(2025年３月31日) 

顧客との契約から生じた債権 852 812 

契約資産 211 226 

契約負債 239 196 

(注)  貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権及び契約資産は「その他資産」に、契約負

債は「その他負債」に、それぞれ含めております。 
 

 (2) 当事業年度に認識した収益のうち当期首現在の契約負債残高に含まれていたもの 
 (単位：百万円) 

 当事業年度 
(自  2024年４月１日 
至  2025年３月31日) 

当事業年度に認識した収益のうち期首現在の契
約負債残高に含まれていたもの 

187 

 



(3) 残存履行義務に配分した取引価格 
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであ

ります。 

 (単位：百万円) 
 当事業年度 

(2025年３月31日) 

１年内 164 

１年超 32 

合計 196 

 

(１株当たり情報) 

１株当たりの純資産額 3,827円79銭 

１株当たりの当期純利益金額 227円 2銭 

 

 

(関連当事者との取引) 

１．親会社及び法人主要株主等 
 

種類 
会社等の名称 
又は氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の 
内容又 
は職業 

議決権等 
の所有(被 
所有)割合 

関連当事者 
との関係 

取引の 
内容 

取引金額 
(百万円) 

科 目 
期末残高 
(百万円) 

親会社 
株式会社池田 
泉州ホールデ 
ィ ン グ ス 

大阪市 
北区 

102,999 
銀行持 
株会社 

(被所有) 
直接100.0％ 

経営管理等 
役員の兼任 

経営管理 
料の支払 

1,365 ― ― 

貸出金の
実行 

4,100 当座貸越 4,100 

貸出金 
利息 

13 未収収益 11 
 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

注１．経営管理契約については、一般的な取引条件で行っております。 

２．経営管理料の支払については、一般的取引条件と同様に決定しております。 

３．金銭貸借取引については、一般的取引条件と同様に決定しております。 

  

２．関連会社等 
 

種類 
会社等の名称 
又は氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の 
内容又 
は職業 

議決権等 
の所有(被 
所有)割合 

関連当事者 
との関係 

取引の 
内容 

取引金額 
(百万円) 

科 目 
期末残高 
(百万円) 

子会社 
池田泉州信用 
保証株式会社 

大阪市
北区 

180 
住宅ローン 
等の保証 

(所有) 
直接100.0％ 
間接  －％ 

当行貸出 
金の保証 

貸出金の 
保 証 

1,537,318 ― ― 

保証料の 
支 払 

1,409 未払費用 131 

代位弁済 
の 受 入 

464 ― ― 

子会社 
近畿信用保証 
株 式 会 社 

大阪市 
北区 

100 
住宅ローン 
等の保証 

(所有) 
直接100.0％ 
間接  －％ 

当行貸出 
金の保証 

貸出金の 
保 証 

433,857 ― ― 

保証料の 
支 払 

336 未払費用 26 

代位弁済 
の 受 入 

1,082 ― ― 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

注１．貸出金の被保証については、一般的な取引条件で行っております。 

２．保証料の支払については、一般的取引条件と同様に決定しております。 

 

  



３．役員及び個人主要株主等 

種類 
会社等の名称 
又は氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の 
内容又 
は職業 

議決権等 
の所有(被 
所有)割合 

関連当事者 
との関係 

取引の 
内容 

取引金額 
(百万円) 

科 目 
期末残高 
(百万円) 

親会社
の役員
及びそ
の近親
者 

中西 さく子 － － － － － 

貸出取引 － 貸出金 27 

受入利息 0 － － 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

注１．貸出取引条件等については、一般的な取引条件で行っております。 
 
 

  

 (企業結合等関係) 

 該当ありません。 

 

(重要な後発事象) 

 該当ありません。 

 


